
　
2
0
1
7
年
度

か
ら
開
始
さ
れ
る

新
専
門
医
制
度
の

準
備
が
進
ん
で
い

る
。
基
幹
施
設
を

中
心
に
し
た
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
作
成
が
進
行
中
で
あ

る
。
来
年
度
の
早
い
時
期
に
日

本
専
門
医
機
構
（
以
下
、
機

構
）
が
各
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
認
定

し
、
研
修
医
に
公
知
す
る
予
定

だ
。
制
度
の
準
備
は
遅
れ
気
味

で
あ
る
。
現
在
の
学
会
専
門
医

の
処
遇
、
総
合
診
療
専
門
医
と

か
か
り
つ
け
医
と
の
関
連
な
ど

不
明
な
点
が
多
い
。
な
に
よ
り

議
論
過
程
が
不
透
明
で
あ
り
、

全
体
と
し
て
な
し
崩
し
の
感
が

否
め
な
い
。
地
域
医
療
を
支
え

て
い
る
臨
床
医
か
ら
の
意
見
聴

取
は
、事
実
上
な
し
だ
。医
療
の

質
向
上
を
医
学
界
の
自
立
と
自

律
性
に
よ
っ
て
担
保
す
る
こ
と

を
理
念
と
し
、
機
構
は
政
府
お

よ
び
学
会
か
ら
独
立
す
る
も
の

と
さ
れ
た
。
し
か
し
発
足
し
て

1
年
半
で
こ
の
高
邁
な
理
想
は

置
き
去
り
に
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

　
今
年
の
夏
以
降
、
新
専
門
医

制
度
に
つ
い
て
の
説
明
会
が
各

都
道
府
県
（
京
都
、奈
良
、滋
賀

は
合
同
）で
行
わ
れ
た
。厚
生
労

働
省
と
都
道
府
県
が
主
催
し
、

機
構
が
説
明
す
る
と
い
う
構
図

だ
。
都
道
府
県
に
は
医
師
確
保

と
地
域
医
療
計
画
が
念
頭
に
あ

る
。
政
府
お
手
盛
り
の
制
度
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
厚
生

労
働
省
は
、
医
師
の
地
域
偏
在

是
正
を
大
義
名
分
に
し
て
保
険

医
の
数
と
質
を
規
制
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
目
的
は
公
的
医
療

費
削
減
で
あ
る
。
新
専
門
医
制

度
で
は
、
す
べ
て
の
医
師
が
専

門
医
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
た

め
、
こ
の
制
度
に
よ
っ
て
臨
床

医
の
把
握
が
可
能
と
な
る
。
都

道
府
県
ご
と
に
19
の
基
本
診
療

領
域
の
専
門
医
定
数
を
割
り
出

し
、
各
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
定

数
に
振
り
分
け
れ
ば
、
医
師
の

配
置
（
人
数
と
就
業
場
所
）
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
の
だ
。

厚
労
省
は
、
今
年
度
の
病
床
機

能
報
告
項
目
に
医
師
数
を
入
れ

よ
う
と
し
た
が
、
反
対
に
あ
っ

て
引
き
下
げ
た
経
緯
も
あ
る
。

　
機
構
は
学
会
か
ら
も
独
立
す

る
と
さ
れ
た
。
学
会
が
任
意
に

決
め
た
専
門
医
制
度
で
は
、
国

民
か
ら
み
て
わ
か
り
に
く
い
と

い
う
理
由
か
ら
だ
。
制
度
設
計

に
は
医
療
界
を
挙
げ
て
取
り
組

む
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

機
構
は
独
自
に
制
度
を
作
る
の

で
は
な
く
、
総
合
診
療
を
除
く

基
本
領
域
に
対
応
す
る
18
学
会

を
社
員
に
加
え
て
具
体
化
を
進

め
た
。
こ
の
た
め
、
多
く
の
研

修
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
大
学
医
局
中

心
と
な
っ
て
い
る
。
四
病
院
団

体
協
議
会
（
日
本
病
院
会
、
日

本
精
神
科
病
院
協
会
、
日
本
医

療
法
人
協
会
、
全
日
病
）
は
、

医
局
の
医
師
人
事
支
配
が
強
ま

る
と
危
惧
を
表
明
し
、
医
局
か

ら
独
立
し
た
運
営
を
し
て
い
る

病
院
へ
の
配
慮
を
求
め
る
要
望

を
出
す
と
し
て
い
る
。

　
臨
床
研
修
必
須
化
に
次
い

で
、
専
門
研
修
制
度
も
事
実
上

義
務
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
医
師
を
国
の
統
制
下
に
置

く
方
向
だ
。
機
構
の
自
律
な
し

に
は
、
経
済
・
財
政
一
体
改
革

（
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
）に
よ
る
国
民

皆
保
険
制
度
の
空
洞
化
に
リ
ン

ク
す
る
。
医
師
制
度
の
大
転
換

と
言
っ
て
よ
い
。
地
域
医
療
の

質
向
上
の
た
め
に
機
構
の
あ
り

方
を
含
め
て
、
新
専
門
医
制
度

を
問
い
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

日
本
専
門
医
機
構
の
自
立
と
自
律

　
一
億
総
懺

悔
で
始
ま
っ

た
戦
後
70
年

が
、
首
相
の

強
い
意
思
で
戦
前
元
年
に
な

り
、
一
億
総
活
躍
を
掲
げ
ら
れ

た
今
年
も
師
走
を
迎
え
た
▼
そ

の
よ
う
な
中
、
過
日
、
パ
リ
で

の
同
時
多
発
テ
ロ
で
多
数
の
犠

牲
者
が
出
、
フ
ラ
ン
ス
大
統
領

は
戦
争
で
あ
る
と
国
家
非
常
事

態
を
宣
言
し
、ア
メ
リ
カ
、ロ
シ

ア
と
連
携
し
て
Ｉ
Ｓ
へ
の
空
爆

を
強
化
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｓ
に
よ

る
と
さ
れ
る
テ
ロ
は
、
む
こ
う

に
し
て
み
れ
ば
、
空
爆
を
繰
り

返
す
国
に
対
す
る
ゲ
リ
ラ
戦
の

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
や

戦
争
と
い
う
も
の
が
、
局
地
で

の
戦
い
で
な
く
、
持
て
る
者
に

対
し
て
持
た
ざ
る
者
が
テ
ロ
と

い
う
形
で
の
ゲ
リ
ラ
戦
を
全
世

界
で
行
う
こ
と
に
な
っ
た
と
思

え
る
▼
そ
の
よ
う
な
中
、
我
が

国
は
、
国
民
の
中
に
多
く
の
疑

問
を
残
し
た
ま
ま
、
安
倍
首
相

自
身
で
す
ら
国
民
に
理
解
が
広

が
っ
て
い
な
い
こ
と
を
承
知
の

う
え
で
、
い
わ
ゆ
る
安
保
法
案

を
強
行
採
決
し
、
Ｉ
Ｓ
攻
撃
の

有
志
連
合
に
参
加
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。い
つ
Ｉ
Ｓ
の
テ
ロ
の
標

的
に
な
る
か
わ
か
ら
な
い
状
況

に
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
。
2

0
1
6
年
の
伊
勢
志
摩
サ
ミ
ッ

ト
の
警
備
が
検
討
さ
れ
て
い
る

よ
う
だ
が
、
そ
こ
に
警
察
官
が

集
ま
り
、
手
薄
に
な
っ
た
地
域

で
た
く
さ
ん
の
人
数
が
集
ま
る

場
所
を
狙
っ
て
の
テ
ロ
が
心
配

に
な
る
▼
パ
リ
の
テ
ロ
で
の
犠

牲
者
の
夫
が
、「
憎
し
み
は
あ
げ

な
い
」と
い
う
文
章
を
フ
ェ
イ

ス
ブ
ッ
ク
上
に
載
せ
て
注
目
を

集
め
て
い
る
。
憎
悪
の
連
鎖
を

断
ち
、
忍
耐
と
寛
容
で
、
来
年

こ
そ
平
和
な
世
界
へ
の
元
年
に

な
っ
て
ほ
し
い
。 

（
門
雀
庵
）

　
京
都
府
保
険
医
協
会
は
11
月
17
日
、
塩
崎
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
て
、
次
回
診
療
報
酬
改
定

に
関
す
る
要
請
署
名
2
6
4
筆
、
入
院
時
食
事
療
養
費
等
の
改
善
を
求
め
る
要
請
署
名
1
5
9

筆
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
点
数
に
関
す
る
共
同
要
望
書　
の
三
つ
を
提
出
し
た
。
提
出
に
あ

た
り
、
協
会
か
ら
鈴
木
卓
副
理
事
長
と
事
務
局
が
厚
生
労
働
省
に
赴
き
、
担
当
者
に
直
接
手
渡

す
と
と
も
に
、
懇
談
し
て
改
善
を
訴
え
た
。
厚
生
労
働
省
か
ら
は
保
険
局
医
療
課
の
田
村
課
長

補
佐
が
対
応
し
た
。

基
本
診
療
料
は

　
　
引
き
上
げ
を

　
診
療
報
酬
本
体
の
マ
イ
ナ
ス

改
定
を
行
わ
な
い
こ
と
、
薬

価
・
医
療
材
料
の
引
き
下
げ
分

は
本
体
に
補
填
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
厚
労
省
は
「
医
療
経
済

実
態
調
査
結
果
を
受
け
、
年
末

に
向
け
て
担
当
大
臣
間
で
の
議

論
と
な
る
の
で
、
現
時
点
で
は

分
か
ら
な
い
」
と
回
答

し
た
。
協
会
と
し
て
は

「
薬
価
・
材
料
価
格
は

中
医
協
で
決
定
し
て
お

り
、
こ
の
引
き
下
げ
に

よ
る
財
源
は
本
体
に
回

す
べ
き
だ
。
首
相
、
財

務
相
に
も
訴
え
て
い
く

が
、
頑
張
っ
て
ほ
し

い
」
と
要
請
し
た
。

　

次
に
、
初
・
再
診

料
、
外
来
管
理
加
算
な

ど
、
基
本
診
療
料
を
引

き
上
げ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
厚
労
省
は
「
基
本

診
療
料
の
引
き
上
げ
は

か
な
り
ハ
ー
ド
ル
が
高

い
だ
ろ
う
。
前
回
改
定

を
踏
ま
え
れ
ば
、
地
域
包
括
診

療
加
算
を
改
善
し
て
い
く
方
向

の
議
論
と
な
る
の
で
は
な
い

か
」
と
回
答
し
た
。
協
会
か
ら

は
最
終
盤
で
引
き
下
げ
る
等
の

議
論
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
要

請
し
た
。

　
三
つ
目
に
、
問
診
と
診
療
、

諸
検
査
か
ら
得
ら
れ
た
情
報
か

ら
、
総
合
的
に
診
断
す
る
技
術

な
ど
、
内
科
系
技
術
評
価
の
充

実
を
求
め
た
。
こ
れ
に
つ
い

て
、
厚
労
省
は
「
こ
れ
ら
の
検

討
は
近
年
始
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
評
価
の
方
法
が
難
し
い

と
感
じ
て
い
る
。
基
本
診
療
料

と
の
区
分
の
問
題
も
あ
る
」
と

回
答
し
た
。

　
四
つ
目
に
、
対
象
疾
患
が
異

な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
複
数
医

療
機
関
で
算
定
不
可
と
さ
れ
て

い
る
在
宅
自
己
注
射
指
導
管
理

料
の
改
善
は
、
厚
労
省
は
「
さ

ま
ざ
ま
な
ご
意
見
を
頂
戴
し
て

お
り
、
支
払
側
か
ら
も
意
見
が

出
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
中

医
協
で
議
論
す
る
こ
と
に
な

る
」
と
回
答
し
た
。

　
そ
の
他
、
退
院
後
1
カ
月
以

内
の
特
定
疾
患
療
養
管
理
料
の

算
定
制
限
の
廃
止
、
同
一
建
物

居
住
者
の
訪
問
診
療
料
、
在
医

総
管
等
の
改
善
も
、
改
め
て
訴

え
た
。

食
事
療
養
費
等
の

引
き
上
げ
を
要
請

　
入
院
時
の
食
事
代
の
負
担
額

の
引
き
上
げ
実
施
の
延
期
と
、

入
院
時
食
事
療
養
費
・
生
活
療

養
費
の
引
き
上
げ
を
要
請
し

た
。
厚
労
省
は
「
食
事
療
養

費
・
生
活
療
養
費
は
基
本
料
相

当
の
扱
い
で
あ
り
、
抜
本
的
な

改
定
時
で
な
い
と
な
か
な
か
検

討
が
難
し
い
。
一
方
、
栄
養
管

理
に
対
す
る
評
価
が
未
整
備
で

あ
る
と
の
認
識
は
あ
り
、
改
善

し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
」
と
回
答
し
た
。

　
加
え
て
、
食
事
負
担
額
の
引

き
上
げ
に
つ
い
て
、
協
会
か
ら

「
実
施
さ
れ
る
と
食
事
療
養
を

断
る
患
者
が
出
か
ね
な
い
。
患

者
の
実
態
を
考
慮
し
た
慎
重
な

対
応
を
」
と
、
再
度
改
善
を
求

め
た
。

　
そ
の
他
、
入
院
料
の
施
設
基

準
で
求
め
ら
れ
て
い
る
管
理
栄

養
士
の
常
勤
配
置
に
つ
い
て
、

人
材
不
足
か
ら
確
保
が
困
難
に

陥
っ
て
い
る
病
院
が
あ
る
実
態

を
報
告
し
て
、
取
り
扱
い
の
緩

和
を
求
め
た
。

改
め
て
外
来
維
持
期
リ
ハ

必
要
と
訴
え

　
要
望
書
は
京
都
府
の
理
学
療

法
士
会
、
作
業
療
法
士
会
、
言

語
聴
覚
士
会
と
協
会
の
4
団
体

共
同
で
ま
と
め
た
も
の
。

　
①
要
介
護
者
の
外
来
維
持
期

リ
ハ
ビ
リ
の
算
定
打
ち
切
り
を

中
止
ま
た
は
延
期
す
る
こ
と
②

必
要
に
応
じ
て
リ
ハ
ビ
リ
で
き

る
報
酬
体
系
に
改
め
る
こ
と
③

摂
食
機
能
療
法
の
対
象
疾
患
を

限
定
し
な
い
こ
と
④
急
性
期
・

回
復
期
リ
ハ
ビ
リ
後
の
継
続
し

た
リ
ハ
ビ
リ
を
保
障
す
る
こ
と

⑤
地
域
包
括
ケ
ア
病
棟
に
お
け

る
リ
ハ
ビ
リ
は
出
来
高
で
算
定

で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と　
の

5
点
の
改
善
を
求
め
た
。

　
厚
労
省
は
「
次
回
改
定
に
お

け
る
着
眼
点
は
ご
指
摘
の
通
り

だ
が
、
今
後
の
検
討
と
な
る
。

現
場
か
ら
も
し
っ
か
り
実
施
し

て
い
る
と
こ
ろ
と
、
そ
う
で
な

い
と
こ
ろ
を
同
一
に
評
価
し
て

ほ
し
く
な
い
と
の
意
見
を
い
た

だ
い
て
い
る
」
と
述
べ
た
。
協

会
は
、
特
に
①
の
問
題
に
つ
い

て
、
前
回
改
定
時
、
中
医
協
の

結
果
検
証
部
会
の
報
告
に
よ

り
、
外
来
維
持
期
リ
ハ
が
必
要

な
患
者
が
存
在
す
る
こ
と
が
明

ら
か
と
な
り
、
延
期
さ
れ
た
経

緯
が
あ
り
、
現
場
の
実
態
か
ら

今
回
も
同
様
の
結
果
と
な
る
は

ず
な
の
で
、
少
な
く
と
も
延
期

し
て
ほ
し
い
旨
を
訴
え
た
。

M
E
D
I
F
A
X
が

報
道

　
そ
の
他
協
会
は
、
障
害
者
施

設
等
入
院
基
本
料
算
定
病
棟
に

お
け
る
意
識
障
害
の
患
者
の
取

り
扱
い
に
つ
い
て
、
地
域
医
療

に
影
響
す
る
改
定
は
慎
重
に
検

討
す
る
こ
と
、
入
院
中
の
患
者

の
他
医
療
機
関
受
診
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
改
善
す
る
こ
と
等

を
求
め
た
。

　
提
出
し
た
要
請
署
名
は
、
11

月
26
日
付
で
内
閣
総
理
大
臣
、

財
務
大
臣
、
中
医
協
会
長
、
お

よ
び
全
委
員
、
京
都
選
出
国
会

議
員
ら
に
も
提
出
。
11
月
18
日

付
「
Ｍ
Ｅ
Ｄ
Ｉ
Ｆ
Ａ
Ｘ
」
で
報

道
さ
れ
た
。

会
員
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
改
善
要
請
を

厚
労
省
に
伝
え
る
鈴
木
副
理
事
長
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主な内容

府
議
会
各
会
派
と
懇
談�

（
2
面
）

政
策
解
説
・
経
済
・
財
政
一
体
改
革
か
ら
の
医
療
破
壊�

（
3
面
）

年
末
調
整
と
決
算
の
ポ
イ
ン
ト�

（
4
面
）

第二の医療崩壊招く
本体引き下げ断固反対

会
員
要
請
署
名
で
厚
労
省
直
接
交
渉



　
消
費
税
が
8
％
に
増
税
さ
れ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
診
療
報

酬
が
非
課
税
で
あ
る
た
め
、
医

療
機
関
は
仕
入
れ
に
係
る
消
費

税
を
「
損
税
」
と
し
て
負
担
し

続
け
て
い
る
。
2
0
1
4
年
の

診
療
報
酬
改
定
で
は
8
％
増
税

に
伴
う
「
上
乗
せ
」
対
応
を
し

た
と
い
う
が
、
実
質
は
1
・
26

％
と
い
う
大
幅
マ
イ
ナ
ス
改
定

と
な
っ
た
。

　
2
0
1
7
年
4
月
か
ら
の
10

％
へ
の
税
率
引
き
上
げ
が
実
施

さ
れ
れ
ば
、
医
療
機
関
の
「
損

税
」
の
負
担
は
ま
す
ま
す
大
き

く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

医
療
機
関
の
経
営
に
大
き
な
影

響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
し
わ
よ
せ

が
患
者
・
国
民
に
も
及
ぶ
だ
ろ

う
。

　
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
診
療
報

酬
で
の
対
応
で
は
抜
本
的
解
決

に
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、
患
者

の
負
担
が
増
え
、
社
会
政
策
的

配
慮
か
ら
医
療
費
を「
非
課
税
」

と
し
た
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に

な
る
。
患
者
・
国
民
に
負
担
を

押
し
付
け
る
こ
と
な
く
、「
損

税
」
を
抜
本
的
に
解
消
す
る
に

は
、
医
療
へ
の
「
ゼ
ロ
税
率
」

（
免
税
）
を
適
用
し
て
、
真
の

医
療
「
非
課
税
」
を
実
現
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
以
上
を
ふ
ま
え
、
協
会
で
は

継
続
し
て
医
療
へ
の
ゼ
ロ
税
率

（
免
税
）の
適
用
、消
費
税
増
税

の
中
止
を
求
め
る
会
員
署
名
に

取
り
組
ん
だ
。
会
員
医
療
機
関

へ
2
度
に
わ
た
る
Ｆ
Ａ
Ｘ
要
請

を
行
い
、
署
名
は
9
月
25
日
か

ら
11
月
12
日
ま
で
に
3
1
8
筆

が
集
ま
っ
た
。

提出した署名

　
10
月
23
日
、
共
産
党
京
都
府

議
会
議
員
団
と
の
懇
談
会
を
実

施
し
た
。

　
協
会
か
ら
は
、垣
田
理
事
長
、

渡
邉
副
理
事
長
、
飯
田
理
事
と

事
務
局
が
出
席
。
府
議
団
か
ら

は
、
前
窪
義
由
紀
（
宇
治
市
・

久
御
山
町
）・
光
永
敦
彦（
左
京

区
）・
島
田
敬
子
（
右
京
区
）・

山
内
佳
子
（
南
区
）・
西
脇
郁

子（
下
京
区
）・
迫
祐
仁
（
上
京

区
）・
上
原
裕
見
子（
伏
見
区
）・

浜
田
良
之
（
北
区
）・
成
宮
真

理
子
（
西
京
区
）・
馬
場
絋
平

（
伏
見
区
）・
森
下
由
美
（
八
幡

市
）
各
議
員
が
出
席
し
た
。

　
懇
談
で
は
、
府
議
団
の
前
窪

団
長
と
垣
田
理
事
長
が
そ
れ
ぞ

れ
、
あ
い
さ
つ
。
そ
の
後
、
双

方
か
ら
情
報
提
供
し
た
。

　
共
産
党
府
議
団
か
ら
は
、
島

田
議
員
よ
り
参
考
資
料
が
配
ら

れ
、
国
保
都
道
府
県
化
や
地
域

医
療
構
想
に
関
す
る
議
会
で
の

審
議
状
況
や
京
都
府
の
動
向
が

報
告
さ
れ
た
。
共
産
党
府
議
団

は
府
議
会
唯
一
の
野
党
会
派
と

し
て
、
14
年
9
月
、
15
年
6
月

の
定
例
本
会
議
で
、
こ
れ
ら
の

問
題
を
取
り
上
げ
て
き
た
。
審

議
で
は
山
田
知
事
か
ら
い
く
つ

か
重
要
な
答
弁
を
引
き
出
し
て

い
る
。
地
域
医
療
構
想
に
関
し

て
は
「
国
が
想
定
し
て
い
る
レ

全
国
へ
の
影
響
意
識
し
た
議
会
を

 

共
産
党
府
議
団

「
新
専
門
医
制
度
」 問
題
に
高
い
関
心

 

民
主
党
・
府
民
ク
ラ
ブ
府
議
団

セ
プ
ト
デ
ー
タ
か
ら
の
必
要
病

床
数
量
の
算
出
で
は
、
地
域
に

よ
っ
て
医
療
資
源
や
疾
病
構

造
、交
通
事
情
や
患
者
の
流
出・

流
入
状
況
が
異
な
る
。
画
一
的

に
算
出
す
る
の
で
は
地
域
の
実

態
と
乖
離
し
て
し
ま
う
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
」。
国
保
の
都

道
府
県
化
や
そ
の
背
景
に
あ
る

医
療
費
適
正
化
計
画
に
つ
い
て

は
「
拙
速
に
適
正
化
を
求
め
る

と
、
医
療
費
を
抑
制
す
る
こ
と

に
し
か
な
ら
な
い
」
等
、
全
国

知
事
会
長
で
も
あ
る
山
田
知
事

の
こ
う
し
た
発
言
は
大
変
重

い
。
こ
う
し
た
議
会
で
の
や
り

と
り
に
加
え
、
同
議
員
団
が
整

理
し
た「
医
療
圏
毎
病
床
状
況
」

や
「
自
治
体
別
国
保
事
業
比
較

資
料
」
も
提
供
い
た
だ
い
た
。

　
協
会
か
ら
は
、
渡
邉
副
理
事

　
11
月
5
日
、
民
主
党
・
府
民

ク
ラ
ブ
京
都
府
議
会
議
員
団
と

の
懇
談
会
を
実
施
し
た
。

　
協
会
か
ら
は
、垣
田
理
事
長
、

渡
邉
副
理
事
長
と
事
務
局
が
出

席
。
府
議
団
か
ら
は
、
田
中
健

志（
中
京
区
）・
酒
井
常
雄
（
城

陽
市
）・
田
中
美
貴
子（
宇
治
・

久
世
郡
）
議
員
の
3
氏
が
出
席

し
た
。

　
冒
頭
、
垣
田
理
事
長
が
あ
い

さ
つ
。
安
保
法
制
改
革
に
ふ

れ
、
今
後
軍
事
費
の
一
層
の
増

加
が
見
込
ま
れ
、
社
会
保
障
費

抑
制
が
危
惧
さ
れ
る
。
2
0
1

6
年
4
月
の
診
療
報
酬
改
定
で

も
医
療
サ
イ
ド
の
意
見
が
通
ら

な
い
状
態
が
生
ま
れ
て
い
る
。

地
域
で
は
病
院
の
経
営
危
機
が

み
ら
れ
、
医
療
制
度
改
革
で
医

師
・
行
政
が
と
も
に
築
い
て
き

た
も
の
が
崩
さ
れ
か
ね
な
い
状

況
だ
と
述
べ
た
。

　
民
主
党
・
府
民
ク
ラ
ブ
か
ら

は
田
中
健
志
代
表
幹
事
が
あ
い

さ
つ
。
継
続
し
て
、
協
会
と
府

議
団
の
懇
談
を
続
け
て
き
て
い

る
。
医
療
問
題
に
つ
い
て
意
見

交
換
し
、
府
民
の
安
心
・
安
全

を
守
る
立
場
で
取
り
組
み
た
い

と
述
べ
た
。

　
続
い
て
、
協
会
か
ら
渡
邉
副

理
事
長
が
「
医
療
制
度
改
革
に

つ
い
て
―
『
新
専
門
医
制
度
』

を
中
心
に
」
を
テ
ー
マ
に
話
題

提
供
し
、
意
見
交
換
し
た
。

　
議
員
団
か
ら
は
、
協
会
の
見

解
は
国
の
政
策
に
つ
い
て
「
か

か
り
つ
け
医
を
根
付
か
せ
て
、

次
の
ス
テ
ッ
プ
へ
と
い
う
患
者

の
流
れ
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
一

方
で
国
は
医
療
費
抑
制
を
目
的

に
、
医
師
を
制
度
に
組
み
込
ん

で
し
ま
い
、
患
者
は
二
の
次
で

制
度
を
変
え
よ
う
と
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
か
」
と
の
質
問
が

あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
垣
田

理
事
長
は
「
皆
保
険
体
制
を
支

え
て
き
た
の
は
開
業
医
。
強
制

的
配
置
で
は
な
く
、
地
域
に
骨

を
埋
め
る
覚
悟
を
し
た
者
の
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
国
は

こ
れ
を
管
理
し
よ
う
と
し
て
い

る
」
と
指
摘
し
た
。

　
ま
た
協
会
の
報
告
を
聞
き

「
医
療
環
境
の
格
差
だ
け
で
な

く
、
医
師
の
間
の
格
差
も
生
み

出
さ
れ
て
き
て
い
る
の
を
強
く

感
じ
た
。
一
方
、
予
防
に
力
を

入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
う

考
え
る
か
」
と
の
質
問
が
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
協
会
は

「
医
療
機
関
の
少
な
い
地
域
で

は
保
健
師
が
活
躍
す
る
な
ど
し

て
、
予
防
に
力
を
入
れ
て
い

る
。
そ
れ
自
体
は
も
ち
ろ
ん
悪

　
日
本
医
療
安
全
調
査
機
構
は

10
月
１
日
に
ス
タ
ー
ト
し
た
医

療
事
故
調
査
制
度
の
１
カ
月
間

受
付
状
況
（
10
月
31
日
現
在
）

を
11
月
13
日
に
公
表
し
た
。

　
そ
れ
に
よ
る
と
、
10
月
１
日

か
ら
10
月
31
日
ま
で
の
医
療
事

故
報
告
件
数
は
20
件
（
病
院

15
、診
療
所
5
）で
あ
っ
た
。相

談
件
数
は
2
5
0
件
で
、
医
療

機
関
か
ら
の
も
の
が
多
い
と
い

う
。
内
容
に
よ
る
集
計
で
は
2

　
安
倍
首
相
、麻
生
財
務
大
臣
、

塩
崎
厚
労
大
臣
に
は
保
団
連
を

通
じ
て
11
月
19
日
に
提
出
、
京

都
選
出
国
会
議
員
17
人
に
は
郵

送
に
て
提
出
し
た
。

　
ご
協
力
い
た
だ
い
た
会
員
諸

氏
に
は
厚
く
御
礼
申
し
上
げ

る
。 会

員
の
声
・
抜
粋

　
▽
消
費
税
に
よ
り
医
療
機
関

に
損
税
が
発
生
し
、
経
営
を
圧

迫
し
て
い
ま
す
▽
開
業
医
の
経

営
が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
れ
ば
困

る
の
は
患
者
さ
ん
で
あ
る
▽
国

民
の
生
活
、
医
療
を
守
る
た
め

増
税
に
反
対
し
ま
す
▽
医
療
へ

の
ゼ
ロ
税
率
は
全
て
の
国
民
に

と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
施
策
で

あ
る
と
信
じ
ま
す
▽
2
0
1
7

年
4
月
か
ら
10
％
へ
の
引
き
上

げ
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
医
療
機

関
の
経
営
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
し
、
そ
の
し
わ
よ
せ
が
患
者

さ
ん
へ
も
及
ぶ
▽
長
年
に
わ

た
っ
て
、
消
費
税
を
損
税
と
し

て
医
療
機
関
が
負
担
し
続
け
て

ま
い
り
ま
し
た
。
そ
ろ
そ
ろ

「
ゼ
ロ
税
率
」
の
適
用
を
お
願

い
し
ま
す
▽
医
療
は
国
を
さ
さ

え
る
労
働
者
と
そ
の
健
康
を
守

る
大
切
な
も
の
で
す
。
医
療
に

か
か
わ
る
我
々
と
し
て
は
、
で

き
る
だ
け
良
質
な
医
療
を
心
が

け
て
い
ま
す
が
、
消
費
税
が
医

療
者
側
の
意
欲
と
誠
意
の
足
を

ひ
っ
ぱ
り
ま
す
。
医
療
へ
の
消

費
税
に
反
対
し
ま
す
。

に
結
び
つ
く
可
能
性
が
あ
る
こ

と
、
総
合
診
療
専
門
医
が
従
来

の
医
師
養
成
の
流
れ
と
は
ま
っ

た
く
違
う
仕
組
み
で
養
成
さ
れ

る
こ
と
の
裏
に
あ
る
国
の
狙
い

を
解
説
し
た
。

　
意
見
交
換
で
は
、「
新
専
門
医

制
度
」
の
狙
い
に
つ
い
て
の
詳

細
な
報
告
は
初
め
て
聞
い
た
と

い
う
反
応
が
寄
せ
ら
れ
た
。 

　
ま
た
、
安
倍
政
権
の
強
行
し

た
安
保
法
制
改
革
や
そ
の
廃
止

を
目
指
す
今
後
の
運
動
の
可
能

性
に
つ
い
て
も
意
見
交
換
し

た
。 

　
引
き
続
き
、
こ
う
し
た
懇
談

の
機
会
を
持
ち
、
京
都
府
の
医

療
政
策
が
良
い
も
の
と
な
る
よ

う
に
互
い
に
努
力
す
る
こ
と
を

確
認
し
、
懇
談
は
終
了
し
た
。

い
こ
と
で
は
な
い
」
と
し
た
上

で
、
そ
れ
で
も
医
師
数
や
病
床

数
を
管
理
し
て
医
療
費
を
抑
制

す
る
国
の
動
き
は
批
判
さ
れ
る

べ
き
で
あ
り
、
こ
の
二
つ
の
立

場
は
矛
盾
し
な
い
と
の
見
解
を

示
し
た
。

　
ま
た
、
地
域
包
括
ケ
ア
が
課

題
だ
が
、
様
々
に
地
域
差
が
あ

る
中
、
本
当
に
カ
バ
ー
で
き
る

の
か
、
非
営
利
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン

グ
カ
ン
パ
ニ
ー
型
法
人
制
度
は

京
都
府
内
で
ど
の
よ
う
に
展
開

さ
れ
る
の
か
、
国
の
医
療
需
要

推
計
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
ど

の
よ
う
な
推
計
方
法
が
あ
り
得

る
の
か
な
ど
、
多
岐
に
亘
っ
て

の
意
見
交
換
と
な
っ
た
。

開
始
１
カ
月
で
20
件
の
報
告

 

医
療
事
故
調
査
制
度
で

7
4
件（
複
数
計
上
）
で
、「
医

療
事
故
報
告
の
範
囲
や
そ
の
判

断
」
に
関
す
る
相
談
が
約
25

％
、
支
援
の
求
め
方
に
関
す
る

こ
と
を
含
め
た
「
院
内
調
査
」

に
関
す
る
相
談
が
24
％
、
相
談

や
報
告
の
「
手
続
き
」
に
関
す

る
内
容
は
22
％
、「
セ
ン
タ
ー

調
査
」
に
関
す
る
内
容
は
５
％

で
あ
っ
た
。

首
相
ら
に
会
員
署
名
を
提
出

ゼ
ロ
税
率
の
適
用
･
消
費
税
増
税
の
中
止
を
！

長
か
ら
医
療
制
度
改
革
と
「
新

専
門
医
制
度
」
の
関
係
に
つ
い

て
報
告
。
地
域
医
療
構
想
に
お

け
る
2
0
1
5
年
の
医
療
需
要

推
計
が
専
門
医
研
修
の
定
員
設

定
を
活
用
し
た
医
師
定
数
設
定

京
都
府
議
会
各
会
派
と
懇
談

地
域
医
療
構
想
な
ど
府
の
責
務
重
要
に

日本共産党府議団との懇談のようす

民主党・府民クラブ府議団との懇談のようす

乙訓医師会 乙訓医師会
会議室12月14日（月） 午後２時～

亀岡市・船井医師会 ガレリア
かめおか１月９日（土） 午後２時30分～

宇治久世医師会 うじ安心館
ホール１月13日（水） 午後２時30分～

左京医師会 ウェスティン
都ホテル１月16日（土） 午後２時30分～

下京西部医師会 下京西部
医師会事務所１月27日（水） 午後２時～

ぜひ、ご参
加

下さい !
地区医師会との
懇談会
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　骨太方針2015（「経済財政運営と改革の基本方針
2015」６月30日閣議決定）による「経済・財政計
画」の着実な実行を目指し、経済財政諮問会議が
「経済・財政一体改革推進委員会」（新波剛史会長・
サントリーホールディングス株式会社代表取締役社
長）を設置し、主要歳出ごとにＫＰＩ※１の設定、
「改革工程表」作成を進めている。委員会には①社
会保障②非社会保障③制度・地方行財政－の分野別
にワーキンググループ（WG）が置かれ、検討が進
んでいる。社会保障WGの主査は榊原定征氏（東レ
株式会社相談役最高顧問）が務める。同委員会は10
月16日に中間整理を公表しており、「公的サービス
の産業化」「インセンティブ改革」「公共サービスの
イノベーション」を中心に置き、国民・行政・民間
企業等それぞれの課題を整理した図で「ＫＰＩ設定
の考え方」（図１）を示している。「公共サービスへ
の需要が抑制されるか」「潜在的なサービス需要が
成長につながっているか」等の書き込みから、経
済・財政改革を新自由主義改革推進で進めようとす
る姿勢がみてとれる。

社会保障改革の工程表作成が急ピッチに

　社会保障WGは８月28日の第１回会合を開催以
降、早いピッチで工程表・ＫＰＩの検討を進めてい
る（会議は非公開でその内容は後日「議事要旨」と
「資料」が公開されるのみ）。そこで検討される「改
革工程」が、10月９日開催の「財政制度審議会・財
政制度分科会でまとまった形で示された。同分科会
の議事録は公開されており、宇波主計官（財務省）
が次のように説明している。「工程表の作業は、経
済財政諮問会議を中心に検討されていて、その下に
専門調査会と分野ごとにワーキンググループという
ものが設けられて」いる。「検討の過程で財審の考
え方、あるいは議論を紹介することになって」いる
ため、「建議取りまとめに向け」「工程表策定に向け
たご議論」をお願いしたい。
　その上で、宇波主計官は、過去３年間の取り組み
で社会保障関係費の伸びは鈍化しており年平均
1,500億円程度の規模の改革を実施することによっ
て年平均0.5兆円の伸びになっている。これを維持
すること、つまり以降３年間、毎年社会保障の伸び
を5,000億円に抑制する方針だと説明した。
　これを前提にした社会保障の改革工程は７テー
マ・44項目に整理されている。それぞれ実施検討時
期を明確に設定する改革フェーズがＡ～Ｄに分類さ
れている（図２）。
　「主要分野ごとの主な検討事項と工程表・ＫＰＩ
の概要」は、すでに国会成立し、実行段階にある医
療提供体制改革・保険制度改革を基盤にさらなる改
革内容を志向するものとなっている。さらに一般社
団法人日本専門医機構の進める「新専門医制度」を
前提とした改革内容も目につく。

　以下、主な項目の概要を紹
介する。なお、括弧内のアル
ファベットは「改革フェー
ズ」分類である。

医療・介護提供体制の
適正化

• 地域医療構想と整合的な
「都道府県医療費適正化計
画の早期策定」「具体的な
目標の設定」（Ｂ）
• 入院医療だけでなく「外来
医療費の適正化」に向け、
「外来医療費の地域差等の
要因の分析」「医療費適正
化計画への反映等を通じた
『不合理な地域差の解消』」
（Ｂ・Ｄ）
• 療養病床の地域差是正に向けた診療報酬上の対応
（Ａ・Ｄ）
• 高齢者医療確保法第14条に規定された都道府県別
の「特例診療報酬」の運用ガイドラインの策定、
病床機能別診療報酬、民間医療機関に対する転換
命令等、医療保険上の指定に係る都道府県の権限
の一層の強化（Ｃ・Ｄ）
• かかりつけ医普及の観点からの診療報酬上の対応
（28年度報酬改定）、かかりつけ医以外を受診した
場合の「定額負担」（29年通常国会に法案提出）
（Ｄ）。

インセンティブ改革

• 都道府県化された国保への財政支援として導入さ
れる「保険者努力支援制度」（700億～800億円）で
「真に医療費適正化に資する指標」の設定等（Ｄ）
• 適切な受診行動促進に向け、ヘルスケアポイント
の付与や現金給付、保険料の傾斜設定の実施（Ｂ）

負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化

• 介護保険、後期高齢者医療制度における利用料・
一部負担金を原則２割化（Ｄ）
• 介護保険軽度者に対する生活援助の原則自己負担
（一部補助）化（Ｄ）
• 福祉用具貸与・住宅改修の原則自己負担（一部補
助）化（Ｄ）
• 要介護１・２認定者の通所介護サービスの地域支
援事業化（Ｄ）
• 公的保険給付範囲・内容の適正化で、スイッチＯ
ＴＣ薬の保険償還率引き下げ。ＯＴＣ類似医薬品
の保険給付外化（Ｃ・Ｄ）
• 医薬品や医療機器の保険適用に際しての「費用対
効果評価の枠組みの導入」（Ｄ）

　念のため書き添えるが、以上に紹介したのはほん

政
策
解
説

の一部の概要に過ぎない。財政制度分科会の資料は
多岐に亘る医療制度の新自由主義改革メニューの羅
列である。財務省サイドが財政規律を強調し、医
療・社会保障原則への認識を欠いたまま抑制策の練
り込みや制度設計の組み換えに奔走すること自体
は、今更驚くに値しない。問題は経済財政諮問会議
のような国民や医療者の意見を代表するものではな
い審議体に、社会保障分野の政策決定過程の中枢が
預けられていることだ。

重大局面に問われる保険医運動の真価

　医療・介護総合確保推進法（14年）も医療保険制
度改革関連法（15年）も、国会審議が十分になされ
ず、瞬く間に成立した。国にとって、経済財政諮問
会議や財政制度審議会、産業競争力会議や規制改革
会議で確認されたことはすでに決定済みで実施対象
事項であり、国会審議はみそぎ程度の意味しかな
い。今や、社会保障に限らずすべての閣法が同様の
手法で成立している。思えば安保法制強行採決もそ
のプロセスは類似している。こうした状況下では、
厚生行政を司る厚生労働省の良識ある官僚たちから
の反論や抵抗を期待したいところだ。
　しかし厚生労働省の立ち位置もきわどい。
　厚生労働大臣の諮問機関が６月に公表した「保健
医療2035」は国民皆保険制度を根底から覆すもの
だ。これが同省の総意で進められていると信じたく
はないが、残念なことに同省は厚生労働事務次官を
本部長に据えて、自ら推進本部を設置し、その実行
に向けた検討を進めている。その第２回会合（９月
24日）で「保健医療2035実行プラン（工程表）」が
示された。
　こちらの工程表には、「骨太の方針・成長戦略の
記載の有無」という欄がある。120項目の施策のうち、
少なくない項目が骨太方針等に記載されているのが
わかる。提言書が６月に出された時からわかっては
いたが、「保健医療2035」と「骨太方針」や安倍政権
の成長戦略とは高い親和性があるということだ。
　こうしたことから、医療者と国民の共同が誕生さ
せた国民皆保険体制を、その内実から今後も守りぬ
くことができるかどうか、極めて重大な局面を迎え
ていることがわかる。医療の担い手である保険医運
動の真価が、今問われている。

経済・財政一体改革にみる底なしの医療破壊

※１　key performance indicator 重要業績評価指標

図１　経済・財政一体改革推進委員会中間整理より

図２　経済・財政一体改革推進委員会中間整理・社会保障①より

協会政策部会　 2015から2035に向けての 「改革工程」 の全体像 　
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年末調整とは
　給与の支払者は、毎月の給与や賞与を支払う際に所定の「源
泉徴収税額表」によって所得税を源泉徴収しなければならな
い。その源泉徴収した税額の年間合計額は、給与を受け取った
人の年間給与総額に対する所得税額（年税額）と一致しないの
が通常である。
　その主な理由は、①源泉徴収税額表が年間を通して毎月の給
与の額に変動がないものとして作られており、実際には年の中
途で給与の額が改定されている場合があること。②年の中途で
扶養親族等に異動があっても、異動後の支払い分から源泉徴収
税額を修正するだけで、さかのぼって各月の源泉徴収税額が修
正されないこと。③配偶者特別控除や生命保険料・地震保険料
の控除など年末調整の際に控除されるものがあることなどがあ
げられる。
　この不一致を精算するために、年間の給与総額が確定する年
末にその年の所得税額（年税額）を正しく計算し、これまでに
徴収した税額との差額を徴収又は還付することが必要となる。
この精算手続を「年末調整」と呼んでいる。

年末調整の事務手続き
① 　源泉徴収簿に記載した毎月の給与や賞与の支払額、給与・
賞与から控除した社会保険料（雇用保険など）、源泉徴収し
た税額の年間合計額を計算する。年の中途で採用した従業員
の場合には、前職（１月から退職月まで）の源泉徴収票に記
載された給与等の金額を合算する。

② 　①で集計した年間の給与の総額から「給与所得控除後の給
与等の額」を求め、「所得控除」の合計額を差引し、「課税所
得金額」を算出する。「課税所得金額」に税率を乗じて税額
を求め、住宅借入金等特別控除を控除して年調所得税額を算
出する。

③ 　②で求めた年調所得税額に102.1%を乗じて、復興特別所
得税を含む年調年税額を算出する（100円未満の端数は切り
捨て）。

④ 　③で求めた年調年税額と従業員から源泉徴収した年間の税
額との差額を本人還付（不足の場合は徴収）する。
⑤ 　従業員から源泉徴収した税額（未納付分）に年末調整の過不
足税額の合計額を加えて、翌年の１月10日（納期の特例が提
出されている場合は20日）までに納付しなければならない。

年末調整事務の留意点
①　給与所得控除額について
　給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控
除額は245万円（28年分の給与収入が1,200万円を超える場合
は230万円、29年分以降は給与収入が1,000万円を超える場合
は220万円）の定額とされた。
②　扶養控除等（異動）申告書について
　「平成27年分扶養控除等申告書」の提出がない場合（乙欄
適用）には、年末調整することはできない。正社員・パー
ト・アルバイトを問わず「扶養控除等申告書」を受理する必
要がある。平成27年中に扶養親族等の異動があった場合には
「扶養控除等申告書」に変更の内容を記入しなければならな
い。
　平成23年分から扶養控除の対象を16歳以上の扶養親族とさ
れている。16歳未満の扶養親族（年少扶養親族）について
は、扶養控除を受けることはできないが、住民税に関する事
項の欄には、記入する必要がある。
　19歳以上23歳未満の扶養親族については、特定扶養親族の
欄に○を付ける（扶養控除の額63万円）。居住者の控除対象
配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、障害者の欄に
○を付ける（障害者控除の額：一般障害者27万円・特別障害
者40万円・同居特別障害者75万円）。

③　国民年金保険料・国民年金基金掛金について
　国民年金保険料および国民年金基金の掛金について社会保
険料控除の適用を受ける場合には、「保険料控除申告書」に
支払額を記入するとともに証明書を添付しなければならな
い。平成26年４月から２年分の国民年金保険料を前納するこ
とができることになった。支払った保険料については、納め
た年に控除する方法と各年において控除する方法を選択適用

することができる。
④　後期高齢者医療制度の保険料について
　従業員が生計を一にする親族の後期高齢者医療制度の保険
料を口座振替等により支払った場合には、社会保険料控除の
適用を受けることができる。なお、後期高齢者医療制度の保
険料が年金から天引きされている場合には、年金受給者が社
会保険料控除の適用を受けることになる。

⑤　生命保険料控除について
　生命保険料控除は、従来、一般の生命保険料控除（最高５
万円）と個人年金保険料控除（最高５万円）であったが、平
成24年分以後、介護医療保険料控除（平成24年１月１日以後
締結等したもの）が設けられ、これらの控除の合計適用限度
額が12万円とされた。
　平成24年１月１日以後に締結した契約等については、一般
生命保険料控除（最高４万円）、個人年金保険料控除（最高
４万円）、介護医療保険料控除（最高４万円）を受けること
ができる。
　したがって、生命保険料控除は、平成23年12月31日以前に
締結した契約等に係るものと平成24年１月１日以後に締結し
た契約等に係るものに区分し計算することになる。なお、新
旧両方の保険契約を締結している場合には、納税者の有利な
方を選択することができる。
⑥　地震保険料控除について
　地震保険料を支払った場合には地震保険料控除の適用を受
けることができる（最高５万円）。経過措置として、平成18
年12月31日までに締結した長期損害保険契約（保険期間10年
超、満期返戻金有、平成19年１月１日以降契約内容を変更し
ていないもの）については、従来と同様に控除を受けること
ができる（最高１万５千円）。
　地震保険料と長期損害保険料の両方ある場合には、控除額
は合わせて最高５万円。
⑦ 　個人の府民税及び市民税の住宅借入金等特別税額控除制度
について
　住宅借入金等特別控除の適用がある者（平成18年までの間
に入居した者又は平成21年から平成31年６月30日の間に入居
する者に限る）について、所得税の額から税額控除すること
ができない住宅借入金等特別控除の額がある場合には一定額
を住民税の額から控除される。
　適用を受ける際には、源泉徴収票の摘要欄に「居住開始年
月日」、「住宅借入金等特別控除可能額」を記入する必要があ
る。

決算対策と消費税（1,000万円超個人事業者）
　決算対策と消費税の留意点は次のとおりである。

１．決算
　所得金額は、収入金額から必要経費を差引し算出されるた
め、本年分の収入金額になるものや未払経費・減価償却費など
本年分の必要経費になるものを計上する必要がある。この手続
きを「決算整理」という。
（１）収入金額
　年内に保険診療・検診・予防接種等を行ったもので、年末ま
でに入金していないものは、未収入金に計上し収入金額に計上
する必要がある。
（２）必要経費
①　薬品等の棚卸
　医薬品や診療材料等は、収入の原価として実際に使用した
ものが必要経費となる。棚卸の金額は、年末に残っている薬
品等の数量（実際に調べる）にその年の最終の仕入単価（納
入価）を乗じて計算する（消費税分はプラスする）。

②　少額減価償却資産の必要経費算入
　青色申告者が１個・１組30万円未満（消費税込）の器具備
品等を取得し事業に使用した場合には、取得価額の合計額が
300万円に達するまでの金額（平成27年１月１日以降に開業
された方は取得価額の合計額300万円を按分計算）を取得し
た年の必要経費にすることができる。確定申告書に取得価額
に関する明細書を添付する必要がある。

③　減価償却制度について
　減価償却資産（建物・医療機械など）について平成19年４
月１日以後に取得したものと平成19年３月31日以前に取得し
たものに区分し、それぞれの償却方法で減価償却し、必要経
費に計上する。
　平成19年３月31日以前に取得した減価償却資産について償
却費の累積額が取得価額の95％に達している場合には、取得

価額の５％から１円を控除した額について、５年間均等償却
し、必要経費に計上する。
　所有権移転外リース契約については、リース資産を売買に
より取得したものとされるため、リース料総額（取得価額）
をリース期間定額法により減価償却し、必要経費に計上す
る。
④　特別償却の必要経費算入等
　青色申告者が適用することができる主な特別償却等は次の
とおりである。その選択にあたっては、その可否を検討し、
特別償却等を適用する必要がある。

「医療用機器等（新品）の特別償却（措置法12条の 2 ）」
　取得価額500万円以上（消費税込）の医療用機器や医療の安
全を確保するための機器（平成27年３月31日までに取得等した
ものに限る。）を取得し事業の用に供した場合には、普通償却
費とは別に取得価額の12％（安全確保機器16％）を特別償却す
ることができる。ただし、所有権移転外リース契約について
は、特別償却制度の適用を受けることができない。

「中小企業者の機械等（新品）の特別償却又は税額控除（措置
法10条の 3 ）」
　取得価額120万円以上（消費税込）の一定のコンピュータ等
（一定のソフトウエアは70万円以上）を取得し事業の用に供し
た場合には、普通償却費とは別に取得価額の30％の特別償却か
取得価額の７％の税額控除のいずれか選択適用することができ
る。なお、平成26年１月20日から平成29年３月31日までの間に
取得等をした特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該
当するものは、その普通償却費との合計でその取得価額までの
特別償却か取得価額の10％の税額控除のいずれか選択適用する
ことができる。
　所有権移転外リース契約については、リース料総額が上記要
件を満たせば、税額控除の適用を受けることができる。ただ
し、特別償却制度の適用は受けることができない。

「生産性向上設備等（新品）の特別償却又は税額控除（措法10
の 5 の 4 ）」
　平成26年１月20日から平成29年３月31日までの間に、特定生
産性向上設備等の取得等し、事業の用に供した場合には、その
取得価額の50％（建物・構築物は、25％）の特別償却か取得価
額の４％（建物・構築物は、２％）の税額控除のいずれか選択
適用することができる。
　なお、平成26年１月20日から平成28年３月31日までの間に、
取得等をし、事業の用に供した特定生産性向上設備等は、上記
にかかわらず、その普通償却費との合計でその取得価額までの
特別償却か取得価額の５％（建物・構築物は、３％）の税額控
除のいずれか選択適用することができる。

「雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除（措法10
の 5 の 3 ）」
　次のすべての要件を満たす場合は、雇用者給与等支給増加額
（注１）の10％の税額控除ができることとされた。
　① 　雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対
する割合が２％以上（平成28年は３％以上、平成29年・平
成30年は３％（改正前５％）以上）であること。

　② 　雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額（前年）
以上であること。

　③ 　平均給与等支給額（注２）が比較平均給与等支給額（前年）
を超えていること。

２．消費税
　平成25年分の課税売上（検診や予防接種、自費診療等）（注１）
1,000万円超の事業者又は平成26年分の特定期間（注２）の課税売
上1,000万円超の事業者は、平成27年分の消費税課税事業者と
なる。
　平成27年分から新たに課税事業者になられた方で、簡易課税
制度を選択した場合には、簡易課税制度を２年間継続する必要
がある。
　平成28年分の消費税申告分から「本則課税」から「簡易課
税」に変更する場合、「簡易課税」から「本則課税」に変更す
る場合や平成23年税法改正（注２）の適用により平成28年分から
課税事業者になられる方で、「簡易課税制度」を選択する場合
には、その可否を検討し、平成27年12月31日までに税務署に所
定の届出書を提出する必要がある。

年末調整と決算対策のポイント
税理士　橋本 清治給与支払者にとって１年の締めくくりの手続きとなる年末調整。橋本清

治税理士にポイントを解説いただいたので、ご参照下さい。

（注）平成28年分扶養控除等（異動）申告書について
　マイナンバー制度の導入に伴って、平成28年１月以降に受理する「扶
養控除等申告書」に個人番号を記載することが義務づけられた。
　平成27年中に平成28年分扶養控除等（異動）申告書を受理した場合
は、個人番号の記載がなくてもよいものとされている。ただし、平成
28年分源泉徴収票を市区町村に提出（期限平成29年１月31日）するま
でに、従業員の個人番号を取得する必要がある（国税庁等のホームペー
ジ参照）。

（注 ）少額減価償却資産を取得した年に必要経費に算入した場合は、償却
資産税の対象資産となるので留意する必要がある。

（注 ）平成21年４月１日以降取得等した医療機器は厚生労働大臣が指定し
たものが対象とされる。

（注１）雇用者給与等支給額（今年）―基準雇用者給与等支給額（25年分）
（注２）継続雇用者（雇用保険一般被保険者）に対する給与等支給額

（注１ ）事業資産の譲渡や他の事業、不動産収入（地代収入、居住用の賃
貸収入は除く）なども自費診療等に合算するので注意が必要である。

（注２ ）免税事業者の判定（平成23年消費税法改正）
 　　 　基準期間（前々年）の課税売上が1,000万円以下、前年の１月から

６月まで（特定期間）の課税売上が1,000万円以下（売上に代えてそ
の期間の給与支給額でもよい）のいずれにも該当する者が免税事業者
となる。

2 0 1 5 年 (平成 2 7 年) 1 2 月 5 日第 2 9 4 9 号 京 都 保 険 医 新 聞 ( 4 )毎月 5日･20日･25日発行



ち
薬
だ
」
と
言
わ
れ
対
応
し
て

も
ら
え
な
か
っ
た
と
し
て
、
金

額
の
明
示
は
な
い
が
賠
償
請
求

を
し
て
き
た
。

　
医
療
機
関
側
と
し
て
は
、
治

療
は
頚
椎
症
性
神
経
根
症
に
対

す
る
治
療
で
あ
り
、
過
去
の
疾

患
と
関
連
し
て
ダ
ブ
ル
ク
ラ
ッ

シ
ュ
症
候
群
を
発
症
し
て
い
る

と
、
患
者
本
人
に
説
明
を
し
た

が
、
す
で
に
信
頼
関
係
が
崩
壊

し
て
い
て
理
解
を
得
ら
れ
な

か
っ
た
。
ま
た
、
一
連
の
医
療

行
為
に
対
し
て
、
過
誤
と
認
め

ら
れ
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
治
療

を
中
止
し
て
3
年
経
っ
て
か

ら
、
実
は
痛
み
が
残
っ
て
い
た

と
言
わ
れ
て
も
、
困
惑
す
る
限

り
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
ま
た
、

今
回
、
患
者
が
ク
レ
ー
ム
を
医

療
機
関
側
に
言
っ
て
き
た
原
因

と
し
て
、
別
の
医
療
機
関
の
医

師
が
、
現
在
の
患
者
の
痛
み
は

手
術
中
の
神
経
損
傷
に
よ
る
も

の
と
の
患
者
へ
の
発
言
が
あ
っ

た
ら
し
い
。
な
お
、
患
者
の
痛

み
に
つ
い
て
は
主
観
的
で
あ

り
、
そ
の
有
無
に
つ
い
て
否

定
・
肯
定
と
も
医
学
的
に
は
で

き
な
い
が
、
ニ
ュ
ー
ロ
メ
ー

タ
ー
に
よ
り
、
痺
れ
に
つ
い
て

は
な
い
こ
と
が
あ
る
程
度
証
明

で
き
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
。

　
紛
争
発
生
か
ら
解
決
ま
で
約

3
年
3
カ
月
間
要
し
た
。

〈
問
題
点
〉

　
患
者
の
訴
え
で
あ
る
痛
み
に

つ
い
て
は
、
主
観
的
な
も
の
で

あ
り
カ
ル
テ
等
か
ら
で
は
判
断

が
で
き
な
い
が
、
他
の
医
療
機

関
の
医
師
が
本
当
に
神
経
損
傷

と
患
者
に
伝
え
て
い
る
な
ら

ば
、
診
断
書
を
作
成
し
て
証
明

す
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
前

医
批
判
を
無
条
件
に
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
根
拠
の
な

い
前
医
批
判
は
、
患
者
に
と
っ

て
も
有
害
で
あ
る
こ
と
を
認
識

さ
れ
た
い
。

〈
顛
末
〉

　
神
経
損
傷
の
証
明
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
、
医
療
機
関
側
が

過
誤
を
認
め
る
根
拠
は
な
か
っ

た
。
患
者
側
か
ら
の
ク
レ
ー
ム

が
途
絶
え
て
久
し
く
な
っ
た
た

め
、
立
ち
消
え
解
決
と
み
な
さ

れ
た
。

　
Ｑ
、
在
宅
で
療
養
を
行
っ
て

い
る
薬
の
管
理
が
で
き
な
く

な
っ
て
き
た
患
者
さ
ん
に
対
し
、

服
薬
の
指
導
管
理
の
必
要
を
認

め
た
た
め
、
保
険
薬
局
に
依
頼

す
る
場
合
、
診
療
情
報
提
供
料

（
Ⅰ
）
を
算
定
で
き
ま
す
か
？

　
Ａ
、
在
宅
患
者
訪
問
薬
剤
管

理
指
導
の
必
要
を
認
め
、
通
院

が
困
難
な
患
者
さ
ん
の
同
意
を

得
て
、
保
険
薬
局
に
対
し
て
診

療
状
況
を
示
す
文
書
（
診
療
情

報
提
供
書
の
別
紙
様
式
11
）
に

よ
り
、
必
要
な
情
報
を
提
供
し

た
場
合
、
患
者
1
人
に
つ
き
月

1
回
に
限
り
算
定
で
き
ま
す
。

依
頼
は
処
方
箋
の
み
で
も
可
能

で
す
が
、
診
療
状
況
を
示
す
文

書
が
な
け
れ
ば
診
療
情
報
提
供

料
（
Ⅰ
）
の
算
定
は
で
き
ま
せ

ん
。
そ
の
際
、
保
険
薬
局
で
独

自
に
診
療
情
報
提
供
書
を
作
成

し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
厚
生
労
働
省
が
示
し
て
い

る
別
紙
様
式
11
の
項
目
を
網
羅

し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
ご
注
意
下
さ
い
。

　
な
お
、
当
該
患
者
さ
ん
に
対

し
て
介
護
保
険
の
居
宅
療
養
管

理
指
導
費
を
算
定
し
て
い
る
場

合
は
、診
療
情
報
提
供
料
（
Ⅰ
）

は
別
に
算
定
で
き
ま
せ
ん
の

で
、こ
の
点
も
ご
注
意
下
さ
い
。

（
60
歳
代
前
半
男
性
）

〈
事
故
の
概
要
と
経
過
〉

　
左
肘
部
管
症
候
群
の
疑
い
で

入
院
の
後
、
神
経
展
開
術
を
施

行
し
、
軽
快
退
院
と
な
っ
た
。

退
院
後
間
も
な
く
左
肘
関
節
痛

と
手
関
節
か
ら
拇
指
示
指
に
か

け
て
の
痺
れ
が
強
く
な
っ
た
と

の
訴
え
が
あ
り
、
神
経
伝
導
検

査
を
し
た
と
こ
ろ
左
手
根
管
症

候
群
と
診
断
し
た
。
再
入
院
し

て
左
手
根
管
開
放
術
を
施
行
、

軽
快
退
院
と
な
っ
た
。
そ
の
後

は
リ
ハ
ビ
リ
目
的
で
外
来
通
院

を
続
け
て
い
た
が
、
痛
み
が
3

倍
程
度
に
な
っ
た
と
訴
え
て
き

た
た
め
、
検
査
の
結
果
、
頚
椎

症
性
神
経
根
症
と
診
断
し
て
鍼

灸
治
療
と
リ
ハ
ビ
リ
を
継
続
し

た
。
そ
の
後
、
左
手
の
痺
れ
が

低
下
し
た
の
で
職
場
復
帰
し
た

い
と
の
申
し
出
が
あ
り
、
治
療

中
止
と
な
っ
た
。

　
患
者
側
は
、
施
行
さ
れ
た
2

回
の
手
術
後
、
左
上
肢
の
痛
み

と
手
の
痺
れ
が
残
存
し
、
医
師

に
も
そ
の
旨
伝
え
た
が
「
日
に

前
医
批
判
を
発
端
と
し
た
医
事
紛
争

　
雇
用
・
生
活
を
中
心
と
し
た
社

会
政
策
に
、
安
倍
政
権
が
本
格
的

に
乗
り
出
し
た
。

　
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
第
2
ス
テ
ー
ジ

と
称
し
て
9
月
に
首
相
が
掲
げ
た

「
1
億
総
活
躍
社
会
」
の
柱
は
、

①
強
い
経
済
＝
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総

生
産
）
を
6
0
0
兆
円
に
増
や

す
②
子
育
て
支
援
＝
国
民
が
希
望

す
る
出
生
率
を
1
・
8
に
上
げ
る

③
社
会
保
障
＝
介
護
の
た
め
の
離

職
を
ゼ
ロ
に
す
る
―
―
で
あ
る
。

　
と
う
て
い
無
理
な
目
標
だ
、
実

現
の
具
体
策
が
見
え
な
い
、
戦
時

中
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
思
わ
せ
る
、

と
い
っ
た
反
応
が
多
く
、
世
間
の

受
け
は
あ
ま
り
よ
く
な
い
が
、
筆

者
は
、
け
っ
こ
う
高
度
な
政
策
展

開
だ
と
感
じ
て
い
る
。

　
首
相
は
、
1
億
総
活
躍
国
民
会

議
の
初
会
合
で
、〈
み
ん
な
ち

が
っ
て
、
み
ん
な
い
い
〉
と
い
う

金
子
み
す
ゞ
の
詩
を
引
き
な
が

ら
、「
十
人
十
色
。
そ
れ
ぞ
れ
が

特
色
と
生
き
が
い
を
持
て
る
社
会

を
創
り
た
い
」
と
説
明
し
た
。

　
「
若
者
も
年
寄
り
も
、
女
性
も

男
性
も
、
障
害
の
あ
る
方
も
、
難

病
を
持
っ
て
い
る
方
も
、
大
き
な

失
敗
を
し
た
人
も
、
み
ん
な
が
活

躍
で
き
る
社
会
を
創
る
た
め
に
、

あ
ら
ゆ
る
制
約
を
取
り
除
い
て
い

き
た
い
」
と
も
語
っ
た
。

　
立
派
な
理
念
で
あ
り
、
誰
も
反

対
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
統
制
指
向

と
い
う
首
相
の
イ
メ
ー
ジ
を
変
え

る
言
葉
遣
い
も
交
え
て
い
る
。

　
ベ
ー
ス
に
あ
る
の
は
、
人
口
減

少
に
伴
っ
て
経
済
力
が
衰
え
る
こ

と
へ
の
危
機
感
で
、
人
口
と
経
済

の
維
持
が
目
的
の
よ
う
だ
が
、
国

民
会
議
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
た
タ

レ
ン
ト
の
菊
池
桃
子
さ
ん
が
発
言

し
た
よ
う
に
、
社
会
か
ら
の
排
除

を
な
く
す
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン

ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
（
社
会
的
包
摂
）」

の
政
策
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。

　
11
月
に
ま
と
め
た
緊
急
対
策
で

は
、
▽
最
低
賃
金
を
毎
年
3
％
上

げ
て
全
国
加
重
平
均
で
時
給
1
0

0
0
円
を
目
指
す
▽
低
年
金
者
に

3
万
円
の
一
時
金
を
配
る
▽
保
育

施
設
の
整
備
目
標
を
50
万
人
分
に

引
き
上
げ
、
介
護
施
設
を
新
た
に

50
万
人
分
整
備
す
る
―
―
と
い
っ

た
方
針
ま
で
打
ち
出
し
た
。

　
な
ぜ
今
、
社
会
分
野
の
政
策
を

看
板
に
掲
げ
た
の
か
。

　
政
治
的
に
見
る
と
、
世
の
中
の

主
要
議
題
を
安
保
・
憲
法
・
沖
縄

か
ら
、
民
生
・
経
済
へ
移
す
狙
い

が
あ
り
そ
う
だ
。
来
年
の
参
院
選

に
向
け
、
こ
の
看
板
は
強
い
。
と

り
わ
け
雇
用
や
社
会
保
障
は
、
民

主
・
共
産
・
社
民
な
ど
が
重
視
し

て
き
た
分
野
で
あ
り
、
お
株
を
奪

わ
れ
る
野
党
は
苦
し
く
な
る
。

　
政
策
面
か
ら
見
る
と
、
経
済
が

好
転
し
な
い
最
大
の
要
因
が
、
国

民
の
消
費
低
迷
に
あ
り
、
そ
の
背

景
に
低
賃
金
・
低
年
金
が
あ
る
と

い
う
認
識
が
広
が
っ
て
き
た
か
ら

だ
ろ
う
。
そ
れ
自
体
は
、
正
し
い

判
断
で
あ
る
。
大
企
業
と
富
裕
層

が
「
た
め
込
み
」
を
増
や
し
、
大

多
数
の
国
民
の
暮
ら
し
が
厳
し
い

状
態
で
は
、
経
済
は
回
ら
な
い
。

　
そ
の
一
方
で
、
社
会
保
障
費
の

削
減
、
法
人
税
の
引
き
下
げ
、
労

働
規
制
の
緩
和
と
い
っ
た
新
自
由

主
義
的
な
政
策
を
進
め
る
こ
と

は
、
ま
る
で
矛
盾
す
る
。

　
日
本
の
経
済
と
社
会
が
抱
え
る

根
本
課
題
を
直
視
す
れ
ば
、
貧

困
、
格
差
、
社
会
保
障
が
浮
か
び

上
が
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
総
活
躍

を
強
調
す
る
ほ
ど
、
そ
の
矛
盾
は

明
確
に
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。

　
と
は
い
え
、
そ
う
い
う
問
題
理

解
が
、
国
民
に
す
ん
な
り
浸
透
す

る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
右
派
政
権
が
社
会
政
策
を
進
め

る
の
は
、
必
ず
し
も
意
外
な
こ
と

で
は
な
い
。
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
は
保

健
医
療
や
雇
用
政
策
に
力
を
入
れ

た
。
な
め
て
は
い
け
な
い
。

安
倍
政
権
が
始
め
た「
社
会
政
策
」

金
融
共
済
委
員
会

（
11
／
18
）の
開
催
状
況

　
各
地
区
か
ら
選
出
の
委
員
に

よ
り
、
共
済
制
度
の
健
全
・
安

定
運
営
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①
保
険
医
年
金
分
科
会

　
幹
事
会
社
で
あ
る
三
井
生
命

よ
り
保
険
医
年
金
の
2
0
1
4

年
度
決
算
報
告
を
受
け
ま
し

た
。 

②
休
補
運
営
分
科
会

　
給
付
4
件
、
加
入
7
件
を
審

査
し
全
件
可
決
し
ま
し
た
。

訪
問
薬
剤
管
理
指
導
の
依
頼

読売新聞大阪本社編集委員　原　昌平

開
だ
と
感
じ
て
い
る
。

の
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前進座初春公演
場　所

料　金

演　目

京都四條 「南座」

「夢千代日記」
原作：早坂 暁

１等席 （10,000円） を 
 8,000円 にて斡旋

観劇日
※ 

日
時
を
右
記
よ
り
お
選
び

申
込
み
下
さ
い
。

１月10日（日） 昼の部：午前11時～
１月11日（月・祝） 昼の部：午前11時～
１月13日（水） 昼の部：午前11時～
 夜の部：午後 3時30分～
１月16日（土） 昼の部：午前11時～
 夜の部：午後 3時30分～
１月17日（日） 昼の部：午前11時～
１月18日（月） 昼の部：午前11時～
１月19日（火） 昼の部：午前11時～

※お申し込み・
　お問い合わせは
　文化担当まで。
Tel 075-212-8877
Fax 075-212-0707

「公費負担医療」の説明会追加開催決定 !
　京都市会場の説明会（12/16・21）が定員に達したため、下記日程で
追加開催します。
【京都市会場】
日　時　2016年 1月18日（月） 午後2時～4時
場　所　京都府保険医協会・ルームＡ～Ｃ
持ち物　 『公費負担医療等の手引（2015年11月版）』を必ずご持参下さい。

※  会員に１冊無料で送付。説明会当日も販売します（１冊3,200円）。

※ 詳細やお申込みはグリーンペーパー№231（15年11月25日発行）の申込書をご確認、ご
利用下さい。舞鶴会場（12/19）、木津川会場（12/24）は引き続き、参加申込受付中です。

お問い合わせは 京都府保険医協会（☎075-212-8877）まで。

保険料は25%
割引でお得!

ゴルフをたしなむ会員・ご家族のみなさま

○保険期間 ご希望日～2016年 8月5日 （以後、自動継続）
○会員のご家族も加入できます
○保険金額に応じて３つのセット（Ａ・Ｂ・Ｃ）から選べます
こんな時に補償されます！
◆ ゴルフプレー中に他人に損害を与えた時　◆ ゴルフプレー中にご自身がケガをした時
◆ ゴルフ用品に事故があった時　◆ ホールインワン・アルバトロスを達成した時 など

ゴルファー保険にご加入ですか?

2 0 1 5 年 (平成 2 7 年) 1 2 月 5 日 第 2 9 4 9 号京 都 保 険 医 新 聞( 5 ) 毎月 5日･20日･25日発行

医
師
が
選
ん
だ

医
事
紛
争
事
例
30



ぜ
ひ
、ご
利
用
下
さ
い
！

　
協
会
は
専
門
家
対
応
に
よ
る

各
種
相
談
を
、
随
時
受
け
付
け

て
い
ま
す
。
事
務
局
ま
で
お
申

込
み
下
さ
い
。

▽
法
律
▽
税
務
▽
雇
用
管
理
▽
建

築
▽
資
産
運
用
▽
廃
棄
物
処
理

※ 

専
門
家
は
複
数
人
の
中
か

ら
、
ご
希
望
の
方
を
お
選
び

い
た
だ
け
ま
す
。

※ 

先
生
の
ご
都
合
の
良
い
日
で

日
程
調
整
し
ま
す
。

※ 

相
談
は
無
料
（
た
だ
し
、
1

事
案
1
回
か
ぎ
り
）。
1
事

案
に
つ
き
、
1
回
の
無
料
相

談
を
超
え
て
の
ご
相
談
は
、

個
別
相
談
に
移
行
し
有
料
に

な
り
ま
す
。

　
水
野
孝
道
氏
（
享
年
87
、
綴

喜
）
11
月
８
日
ご
逝
去
。

　
岩
佐
昇
氏
（
享
年
86
、
山

科
）
11
月
22
日
ご
逝
去
。

　
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま

す
。

　
11
月
18
日
に
金
融
共
済
委
員

会
・
保
険
医
年
金
分
科
会
を
開

催
し
た
。
本
分
科
会
は
、
毎
年

11
月
に
開
催
さ
れ
、
保
険
医
年

金
受
託
生
保
各
社
も
参
加
し
、

幹
事
会
社
で
あ
る
三
井
生
命
か

ら
保
険
医
年
金
の
決
算
報
告
を

受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

2
0
1
4
年
度
の
決
算
報
告

の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
全
国
の
加
入
状
況
は
、
掛
金

収
入
額
で
対
前
年
比
1
0
5
・

7
％
と
な
り
、
月
払
が
対
前
年

比
99
・
7
％
、
一
時
払
で
対
前

年
比
1
2
7
・
8
％
と
一
時

払
で
大
幅
な
増
加
が
み
ら
れ

た
。
近
年
の
加
入
人
数
・
口
数

を
み
て
も
、
月
払
が
減
少
、
一

時
払
が
増
加
し
て
い
る
。
ま

た
、
京
都
で
も
全
国
と
同
じ
傾

向
が
み
ら
れ
る
。

　
な
お
、
加
入
者
の
積
立
金

は
、
毎
年
決
算
時
に
責
任
準
備

金
と
し
て
積
み
立
て
ら
れ
て
お

り
、
今
年
度
も
昨
年
と
同
じ
程

度
の
約
1
兆
1
8
2
8
億
円

（
対
前
年
比
99
・
8
％
）
を
確

保
し
て
い
る
。

　
京
都
は
保
険
医
年
金
の
発
足

協
会
で
あ
る
た
め
、
加
入
者
一

人
当
た
り
の
平
均
積
立
金
額
も

高
い
。
し
か
し
、
こ
こ
数
年
の

傾
向
と
し
て
40
〜
50
歳
代
の
会

員
の
加
入
率
が
低
迷
し
て
い

る
。
そ
の
た
め
普
及
期
間
中
は

40
歳
代
を
中
心
と
し
た
比
較
的

若
い
会
員
に
保
険
医
年
金
を
積

極
的
に
Ｐ
Ｒ
し
、
加
入
者
拡
大

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

　
保
険
医
年
金
は
理
事
者
が
会

等
が
あ
れ
ば
、
年
内
着
金
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
十
分

ご
注
意
下
さ
い
。

　
年
内
着
金
し
た
一
時
金
に
つ

い
て
は
、
平
成
27
年
分
の
申
告

と
な
り
ま
す
。
一
時
金
請
求
書

は
、
協
会
事
務
局
ま
で
ご
請
求

下
さ
い
。

員
の
た
め
に
作
り

上
げ
て
き
た
制
度

で
あ
り
、
安
定

性
・
安
全
性
・
自

在
性
に
富
ん
だ
制

度
で
あ
る
。
2
0

1
4
年
10
月
1
日

現
在
の
予
定
利
率

は
1
・
2
5
9

％
、
2
0
1
4
年

度
実
績
は
配
当
を

含
め
1
・
6
0
3

％
と
な
っ
て
い

る
。
来
春
の
普
及

は
、
2
0
1
6
年

4
月
1
日
よ
り
開

始
す
る
。
ぜ
ひ
多

く
の
会
員
の
利
用

を
お
願
い
し
た
い
。

年
内
着
金
を
希
望
さ
れ
る
方
へ

　
保
険
医
年
金
の
一
時
金
請
求

を
さ
れ
る
方
で
、
年
内
着
金
を

希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
12
月
15

日
が
協
会
へ
の
書
類
提
出
締
切

日
と
な
り
ま
す
。
書
類
に
不
備

ご注目
 下さい！

た
。
韓
国
の
よ
う
に
自
分
た
ち

の
病
院
が
ほ
し
い
と
い
う
声
が

運
動
の
過
程
で
上
が
っ
た
。

「
病
院
に
か
か
っ
て
も
『
お
前

休
み
た
い
ん
か
』
と
話
を
聞
い

て
く
れ
な
い
。
病
気
の
原
因
も

治
療
方
針
も
教
え
て
く
れ
な

繰
り
返
し
、
結
局
異
常
な
し
と

言
わ
れ
続
け
た
」
と
患
者
家
族

の
裕
谷
知
須
子
さ
ん
は
振
り
返

る
。
診
療
所
と
い
う
見
え
る
建

設
は
裕
谷
さ
ん
に
と
っ
て
、

「
夫
は
生
き
る
意
欲
や
楽
し
み

が
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
診

療
所
が
で
き
た
ら
リ
ハ
ビ
リ
に

通
っ
て
い
ろ
ん
な
患
者
さ
ん
と

出
会
っ
た
り
、
話
を
し
た
り
し

て
生
き
が
い
を
み
つ
け
て
ほ
し

い
」
と
い
う
希
望
に
な
っ
た
。

　
1
9
9
4
年
9
月
に
医
療
生

協
あ
さ
く
ら
診
療
所
が
開
設
さ

れ
希
望
が
現
実
の
も
の
に
な
っ

た
。
素
人
が
診
療
所
を
作
る
こ

と
は
容
易
で
な
い
。し
か
し
、二

硫
化
炭
素
中
毒
症
に
対
す
る
た

た
か
い
を
共
に
し
た
経
験
が
、

力
を
合
わ
せ
れ
ば
き
っ
と
実
現

で
き
る
と
い
う
確
信
を
多
く
の

人
の
こ
こ
ろ
に
生
み
出
し
た
。

　
市
民
参
加
と
い
う
こ
と
で
医

吉中 丈志（中京西部）

見つめ直そうつめ直そう
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い
。
ま
た
、
他
の
病
院
を
紹
介

し
て
も
ら
う
の
に
、
お
金
を
渡

し
て
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
人
さ

え
い
ま
す
」、
こ
れ
は
二
硫
化

炭
素
中
毒
患
者
を
守
る
会
の
河

合
敏
彦
さ
ん
の
経
験
。「
健
診

で
ひ
っ
か
か
っ
て
検
査
入
院
を

り
・
腰
痛
体
操
を
す
る
な
ど
し

て
診
療
所
に
対
す
る
要
望
を
聞

い
て
回
っ
た
。

　
生
協
の
名
称
は
「
や
ま
し
ろ

健
康
医
療
生
協
」
と
決
め
た
。

健
康
を
目
的
に
組
合
員
を
で
き

る
だ
け
幅
広
く
募
る
方
針
で

あ
っ
た
。
初
代
理
事
長
は
立
命

館
大
学
産
業
社
会
学
部
の
奥
田

修
三
教
授
で
あ
っ
た
。
当
初
か

ら
運
動
に
携
わ
っ
た
行
松
龍
美

君
（
既
出
・
連
載
「
第
10
回
支

え
た
人
た
ち
」）
が
専
務
と

　
10
年
余
に
わ
た
る
二
硫
化
炭

素
中
毒
患
者
と
家
族
の
た
た
か

い
は
ユ
ニ
チ
カ
と
の
和
解
に

よ
っ
て
区
切
り
を
つ
け
る
こ
と

が
で
き
た
。
患
者
、
家
族
、
支

援
者
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
祝

賀
会
が
行
わ
れ
た
。
一
人
ひ
と

り
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
話
し
た
。

つ
ら
か
っ
た
過
去
の
彩
り
を
取

り
戻
す
こ
と
が
で
き
た
。
九

州
、
中
国
、
四
国
、
東
海
、
関

東
な
ど
か
ら
も
支
援
し
て
き
た

人
た
ち
の
温
か
い
声
が
寄
せ
ら

れ
た
。
患
者
と
家
族
を
中
心
に

し
た
連
帯
が
広
が
り
、
山
城
地

域
で
人
の
輪
が
強
ま
っ
た
。
今

で
い
う  solidarity for 

change

、
私
た
ち
は
こ
れ

を
見
え
な
い
建
設
と
呼
ん
だ
。

　
実
は
見
え
る
建
設
も
あ
っ

な
っ
た
。
3
0
0
0
人
の
組
合

員
で
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
宇
治
市
大
久
保
町

に
土
地
を
確
保
し
地
域
に

ち
な
ん
で
「
あ
さ
く
ら
診

療
所
」
と
命
名
し
た
。
池

野
文
昭
先
生
（
京
都
民
医

連
第
二
中
央
病
院
、
当

時
）
が
初
代
所
長
に
就
任

し
た
。
現
在
の
河
本
所
長

は
三
代
目
に
当
た
り
、
地

区
医
師
会
の
理
事
も
務
め

て
い
る
。

療
生
協
を
つ
く
る
こ
と
に
な
っ

た
。
地
域
の
人
た
ち
が
出
資
金

を
出
す
こ
と
に
な
り
1
5
0
0

万
円
が
集
ま
っ
た
。
医
師
や
看

護
師
な
ど
専
門
職
が
必
要
だ
し

建
設
を
す
す
め
て
い
く
要
の
事

務
職
が
い
な
く
て
は
進
ま
な

い
。
一
貫
し
て

運
動
を
支
援
し

た
京
都
民
医
連

に
協
力
を
求
め

て
実
現
し
た
。

師
長
予
定
者
の
村
上
栄
子
看
護

師
（
京
都
民
医
連
中
央
病
院
師

長
、
当
時
）
は
組
合
員
さ
ん
の

お
宅
で
開
か
れ
る
医
療
懇
談
会

に
何
度
も
出
か
け
た
。「
肩
こ

り
や
腰
痛
を
治
す
た
め
に
」
と

い
う
レ
ジ
メ
を
配
っ
て
知
識
を

伝
え
、
参
加
者
み
ん
な
で
肩
こ

　
宇
治
か
ら
出
た
戦
前
の
代
議

士
山
本
宣
治
は
右
翼
テ
ロ
に

よ
っ
て
殺
さ
れ
た
。「
労
働
者・

農
民
の
病
院
を
つ
く
れ
」
と
い

う
運
動
が
こ
れ
を
機
に
起
き

る
。
65
年
前
の
こ
と
だ
。
あ
さ

く
ら
診
療
所
に
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日　時 12月13日（日）午後２時～４時
場　所 京都府保険医協会・ルームA～Ｃ

講　師 大久保 雅之氏
 （税理士法人FP総合研究所 資産税第三部門）

定　員 20人（要申込・先着順）
参加費　会員：無料、非会員：2,000円

 下さい 下さい押さえておきたい
確定申告のポイント
～勤務医ができる所得税対策から相続税対策の基本～

本紙2947号
に同封

の案内チラ
シにて

お申込み下さ
い。

勤務医の先生方… うっかりしてませんか？

まだまだ募集中!
この機会にご参加を!!

2 0 1 5 年 (平成 2 7 年) 1 2 月 5 日第 2 9 4 9 号 京 都 保 険 医 新 聞毎月 5日･20日･25日発行 ( 6 )

京都府保険医協会融資斡旋利率表 2015年12月～2016年 5 月委員会決定分
種 別 制 度 名 限度額（万円） 返済期間（カ年） 利率（年％） 前年比

開
業
医
融
資

設　 備　 資　 金 13,000 20 0.60
変更
なし
（下限
金利）

長 期 運 転 資 金 1,000 5 0.60
中 期 運 転 資 金 1,000 3 0.60
短 期 運 転 資 金 1,000 1 0.60
子 弟 教 育 資 金 3,000 10 0.60

病院
融資

病 院 設 備 資 金 50,000 20 0.80 ▼0.05
病 院 運 転 資 金 3,000 3 0.60

勤
務
医

融
　
資

新 規 開 業 資 金 6,000 20 0.60 変更なし
（下限
金利）勤務医子弟教育資金 2,000 10 0.60

勤務医生活安定資金 500 3 0.60

自　由　ロ　ー　ン 5,000 10 0.70 2015年 　
12月1日現在

　協会の制度融資（開業医・病院・勤務医融資）新規借入分の利率については、毎年２
回、６月１日と12月１日に見直しを行っています。新利率は、15年12月～16年５月度金
融共済委員会で承認された新規案件に適用します。
　また、既借入分の新利率の適用期間は、16年１月～12月までの向こう１年間です。　
融資ご利用に関しては、協会経営部会までお気軽にご相談下さい。

融資 下半期の利率決まる
引続き低利で斡旋 !

※新融資パンフレットは、本紙第2947号（2015年11月20日）に同封しました。

　2015年６月新規・増枠申込分より、自由ローン（資金使途自由）は500万円まで
無担保で借入れ可能となりました。
　500万円を無担保で借入れされる際の条件は、京都銀行を基金および国保の診
療報酬もしくは給与の振込指定銀行にされている方とします。
　なお、自由ローンは長期プライムレートを基準とした変動金利制です。
　詳しくは、協会経営部会までお問い合わせ下さい。

融資さらに
使いやすく

　2015年６月新規・増枠申込分より、自由ローン（資金使途自由）は500万円まで

自由ローンの担保条件を緩和

( )

各
種
相
談
の
ご
案
内


